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第1章

地域で支え
合う意識の

向上

○地域で支え合う意識づくり

○権利擁護意識の醸成・向上

●【重点・拡充】ボランティアセンターの運営強化（体制強化、出前講座・体験ボランティア等の実施、機関紙発行等）

●【拡充】障害者差別解消法に基づく対応要領の策定
○広報あおもりやホームページ、市民向け講座等による意識啓発　○小・中学校生等への福祉読本配
付、福祉教育の実施　○成年後見制度の周知　○虐待・ＤＶ、人権、男女共同参画社会、多文化共生
社会などの意識啓発　　　など

第2章

地域福祉の
担い手の
育成・確保

○市社会福祉協議会との連携に
   よる担い手づくり
○ボランティア活動の促進
○地域を支える人材の養成
○民生委員・児童委員の担い手
   の確保
○担い手確保の仕組みづくり

●【重点・新規】地域福祉サポーター登録制度とボランティアポイント制度の創設
●【重点・拡充】ボランティアセンターの運営強化（ボランティアの発掘・資質向上研修、ボランティア団体育成等）

○認知症サポーターの養成　○市民後見人・法人後見の養成　○相談支援専門員障がい者相談員の
養成　○ファミリー・サポート・センター　○子育て応援隊の養成　○民生委員・児童委員の確保対策と資
質向上　○健康づくりサポーターの養成  ○ボランティア推進校　　　など

第3章

地域での
共助ネット
ワークの

構築

○共助ネットワークの構築

○地域活動団体への支援

●【重点・新規】地区社協を単位とした共助ネットワークの構築
●【重点・新規】地域支え合い推進員(コミュニティ・ソーシャル・ワーカー)の配置
●【重点・新規】地区カルテの整備・共有化
○医療機関・福祉事業所や社会福祉法人・ＮＰＯ法人等との連携　○地域包括ケアシステムの構築
○障がい者の相談支援事業所による支援の連携　○子ども支援センターによる連携　○町（内）会、地
区民児協、子ども会等への活動支援　○地域団体のＮＰＯ法人認証や法人化に関わる支援　　　など

第4章

地域福祉
推進のため
の基盤整備

○地域福祉を支える施設の整備

○活動・交流機会の提供

●【拡充】空き家等の活用検討も含めた住民による世代間交流やサロンの開催
○市のコミュニティ施設等の適正管理　○地域密着型サービス施設の整備　○障がい者地域生活支援
拠点等の整備　　○敬老会や給食サービスの開催　○老人クラブ活動の活性化　○子ども会、放課後子
ども教室　○子育て世代の交流・相談の場づくり　　　など

第5章

福祉サービス
の提供・相談
体制の充実

○地域における支援・サービスの
   充実
○雪処理支援の充実
○災害時に備えた体制の整備
○情報提供の充実
○相談体制の充実

●【拡充】多様な生活支援サービスの提供（新しい総合事業）
○地域住民による見守り・声がけ・防犯・防災の取組充実　○地域での健康づくり活動への支援とネット
ワークづくり　○屋根の雪下ろしと間口除雪への支援　○災害時避難行動要支援者への支援　○福祉ガ
イドブックの発行　○障がい者に配慮した情報バリアフリーの推進　○地区社協、民生委員・児童委員等
による相談支援　○地域包括支援センター、相談支援事業所での相談支援　○子ども支援センター、地
域子育て支援センターによる相談支援　○生活困窮者自立支援制度の運用　　など

青森市地域福祉計画 - 地域支え合いプラン -の概要

○「青森市新総合計画後期基本計画」の分野別計画として、計画中の施策である「地域福祉の充実」を具体化す
るための計画として策定(社会福祉法第107条に基づく「市町村地域福祉計画」)
○健康福祉政策関連の各計画における、地域福祉に関する理念や目標を共有し、整合性を図り、地域福祉を総
合的に推進するための計画とする

平成２８年度から平成３２年度（５年間）
※後期基本計画と同期間

２ 計画の位置付け ３ 計画期間

４ 現状と課題

市民、町(内)会、福祉団体等へのアンケート

【現状】近所のつながり希薄化、人材不足、

支援ニーズと提供ニーズのずれなど

【今後】地域住民のつながりが必要

社会動向

人口減少・少子高齢化／地域コミュニティの弱体

化／虐待・孤立・引きこもり・認知症等の顕在化／

生活支援ニーズの多様化／地域福祉の担い手不

足／災害時における要支援者への配慮(避難支援、

福祉避難所)／「社会的包容」の理念の浸透(ソー

シャル・インクルージョン)

制度改正等

医療制度改革・介護保険制度改革／障害者総合

支援法の施行、障害者差別解消法の制定、障害

者権利条約の締結／青森市子どもの権利条例の

制定、子ども・子育て支援新制度の実施／生活困

窮者自立支援制度の実施／社会福祉法改正案

審査中(社会福祉法人の地域貢献)

現状

○地域の状況に応じた支援や相談対応・
情報提供が必要

○住民同士で支え合う意識の更なる向上
が必要

○担い手の不足への対策が必要

○地域で支え合う体制づくりが必要

○地域福祉活動のための「場」の整備・提
供が必要
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基本方向 主な取組 取組内容・目標とする指標

５ 計画の基本方向と施策の体系・主な取組

＊社会的包容(ソーシャル・インクルージョン)とは、「誰もが住み慣れた地域で年齢や性別にかかわらず障がいのある人もない人もお互いの個性や尊厳を認め合い、支え合いながら生活する」という考え方

○地域福祉を取り巻く環境の変化や、それに伴う本市の課題等を踏まえ、今後、ますます人
口減少・少子高齢化が進展する中にあっても、地域住民が共に支え合い、助け合いながら、
市民誰もが住み慣れた地域において安心して安全に暮らすことができる地域福祉社会の実
現を目指すため、地域福祉計画を策定する

１ 計画策定の趣旨

◇地域福祉に対する満足度： 9.2％（Ｈ27） ⇒ 13.4％（Ｈ32） ※市民意識調査目標とする指標

◇地域における交流事業開催数： 1,264回（Ｈ26） ⇒ 2,102回（Ｈ32）目標とする指標

◇共助ネットワークが構築されている地区数： － ⇒ 38地区（Ｈ32）目標とする指標

◇地域福祉サポーターの活動割合： 44.2％（参考値） ⇒ 72.1％（Ｈ32）
目標とする指標

◇ノーマライゼーションに対する満足度： 8.5％（Ｈ27） ⇒ 10.2％（Ｈ32） ※市民意識調査

目標とする指標

◇地域福祉サポーター登録者数 ： － ⇒ 2,166人（Ｈ32）

◇ボランティア登録者数： 8,327人（Ｈ26） ⇒ 13,724人（Ｈ32）


